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令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇採⽤予定令和 4 年 4 ⽉ 1 ⽇採⽤予定  鳩⼭町職員を募集します鳩⼭町職員を募集します
受付は
7月30日
まで

町では、令和 4年 4月 1日採用予定
の町職員を募集します。「愛するふるさと・はとやま」
のために、私たちと力を合わせてみませんか。
■募集職種　一般事務職
■採⽤予定⼈数　若干名
■受験資格　平成 6年４月２日以降に生まれた方
■受付期間　７月 7日（水）午前8時30分～ 7月 30
日（金）午後 5時
■応募⽅法　電子申請での申し込みを原則とします。
利用できない方は担当にお問い合わせください。

※ 地方公務員法第 16条に規定する欠格条項に該当す
る方は受験できません。

■採⽤案内の配布　７月1日（木）から、町ホームペー
ジに掲載します。窓口での配布は、土 ･日曜日、祝日
を除く午前８時 30分から午後５時までの間に役場総
務課および役場東出張所で行います。
※郵送希望の場合は下記担当にお問い合わせください。
■試験⽇程

【１次試験（筆記試験）】
⽇時︓９月 19 日（日） 午前９時 30 分～午後 2時
50分（受付は午前８時 30分～ 9時 10分）　場所︓
鳩山町役場（予定）　内容︓教養試験（120 分）、作
文試験（90分）、職場適応性検査（20分）

【２次試験（１次試験合格者）】
期⽇︓10 月下旬（予定）　場所︓鳩山町役場（予定）　
内容︓面接試験
※日時・場所は都合により変更する場合があります。
■問合せ　役場総務課　職員・人権政策担当
　☎296-1214

一緒にまちづくりに

一緒にまちづくりに

参加してみませんか？

参加してみませんか？

12 歳以上の新型コロナワクチン接種を希望される⽅へ
予約は 24 時間受付可能で便利なインターネット予約は 24 時間受付可能で便利なインターネット

（スマートフォンも可能）のご利⽤を（スマートフォンも可能）のご利⽤を
 町では 12歳以上 64歳以下の町内在住の方に新型
コロナワクチンの接種券等を発送し、基礎疾患のある
等の優先接種対象の方の予約は 6月 18日（金）から、
それ以外の方の予約は 6月 25日（金）から開始してい

ます。接種を希望される方（65歳以上の高齢者の方も
含む）で、まだ予約がお済みでない場合は下記の方法か
らお申し込みください。
■問合せ　町保健センター　☎ 296-2530

介護保険料と後期⾼齢者医療保険料が介護保険料と後期⾼齢者医療保険料が
コンビニエンスストア及びスマートフォンやコンビニエンスストア及びスマートフォンや
クレジットカードで納付できるようになりますクレジットカードで納付できるようになります

　令和 3年 7月から鳩山町の介護保険料及び後期高
齢者医療保険料について、全国のコンビニエンススト
アでも納付できるコンビニエンスストア収納や、ス
マートフォンでアプリをダウンロードすることにより
納付できるスマホアプリ決済を開始します。
　なお、クレジットカード納付の詳細は、町のホーム
ページをご覧ください。

【納付書の様式が変わります】
　今までは納付通知書と納付書がすべてまとめてつづ
られていましたが、コンビニエンスストア収納用の納
付書は、バーコードが印字され、納期ごとにつづられて
いない状態で送付されます。納付の際は、納付書の納期
と納期限をよくお確かめのうえ、間違いのないように
ご注意ください。
■お⽀払いできるコンビニエンスストア
セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ロー
ソンストア 100、ミニストップ、デイリーヤマザキ、
ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャル
パートナーショップ、ヤマザキデイリーストア、セイ
コーマート、ハマナスクラブ、ハセガワストア、タイ
エー、ポプラ、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、

コミュニティ・ストア、MMK設置店
■お⽀払いできるスマートフォンのアプリ
PayB、PayPay、LINE Pay 請求書支払い
■取り扱うことができない納付書
・取扱期限を過ぎたもの
・傷、汚れ、金額の訂正があるもの
・納付書 1枚の金額が 30万円を超えるもの
・バーコードの印字がないもの
・バーコードの読み取りができないもの
■注意点
　スマホアプリ決済及びクレジットカード納付による
納付の場合、領収証書は発行されません。領収証書が必
要な方はスマホアプリ決済及びクレジットカード納付
以外で納付してください。なお申告に使える１～ 12
月分の納付額確認書は、翌年 1月以降に役場長寿福祉
課または役場町民健康課へ交付申請を行ってくださ
い。その際、手数料はかかりません。
■介護保険料に関する問合せ
　役場長寿福祉課 介護保険担当　☎ 296-1210
■後期⾼齢者医療保険料に関する問合せ
　役場町民健康課 保険年金担当　☎ 296-5891

納付方法が
より便利に

https://bit.ly/3uWDATA

※土日祝日を含む 24 時間受付可能、動作環境により利用できないことがあります。

A
 鳩⼭町新型コロナワクチン接種 検索

インターネット予約の方法が分か
らない方は、町保健センターまで
ご連絡いただければ、職員がお手
伝いします。

インターネットでの予約確認・取消方法
 鳩山町新型コロナワクチン接種
予約専用サイトへアクセスしてく
ださい。画面右上の「予約の確認・
取消」を押し、予約時に登録した「接
種券番号（照会番号）」「氏名」等を入
力し、認証後に、確認・操作できます。

電話での予約・予約確認・取消方法

インターネットでの予約方法

新型コロナワクチン接種コールセンター（4 回線）

※ 受付時間は平日の午前9時～
　午後 5時。おかけ間違いにご注意
　ください。ワクチンを無駄なく使用するため、キャン　　
　セル・変更をする場合は速やかにご連絡ください。

コールセンターの電話番

号が変更になりました。

ご注意ください。

新型コロナワクチン接種（集団接種）の予約状況 〔令和 3 年 6 ⽉ 22 ⽇（⽕）午後 5 時現在〕新型コロナワクチン接種（集団接種）の予約状況 〔令和 3 年 6 ⽉ 22 ⽇（⽕）午後 5 時現在〕
対象者対象者 対象⼈数対象⼈数 予約済⼈数（予約率）予約済⼈数（予約率）

65 歳以上の⽅ 6,178 ⼈ 5,495 ⼈（88.9％）
12 歳から 64 歳までの⽅ 6,500 ⼈ 1,361 ⼈（20.9%）

新型コロナワクチン接種（集団接種）の接種状況 〔令和 3 年 6 ⽉ 22 ⽇（⽕）午後 5 時現在〕新型コロナワクチン接種（集団接種）の接種状況 〔令和 3 年 6 ⽉ 22 ⽇（⽕）午後 5 時現在〕
対象者対象者 対象⼈数対象⼈数 接種済⼈数（1 回⽬）接種済⼈数（1 回⽬） 接種済⼈数（2 回⽬）接種済⼈数（2 回⽬）

65 歳以上の⽅ 6,178 ⼈ 4,288 ⼈（接種率 69.4%） 755 ⼈（接種率 12.2％）
12 歳から 64 歳までの⽅ 6,500 ⼈ 170 ⼈（接種率 2.6%） 0 ⼈

  
集団接種の注意点について集団接種の注意点について

クーポン券は切り離さないクーポン券は切り離さない
でくださいでください

クーポン券は 2 回分の「接種券」と「予防接種済証」が 1 枚になっています。
切り離したり、シール部分をはがしたりせずに、毎回台紙ごとお持ちください。

予約時間前の早すぎる予約時間前の早すぎる
来場はお控えください来場はお控えください

予約いただいた時間より早く来場しても、予約時間までは会場の外でお待
ちいただくことになります。熱中症となる可能性も⾼まりますので、早すぎ
る来場はお控えいただき、予約した時間までにお越しください。

余裕のある日程で予約を余裕のある日程で予約を
お取りくださいお取りください

予約時間は、⼊場・受付開始時間であり、実際に接種を⾏う時間ではありま
せん。また接種後は 15 〜 30 分程度、会場内でお待ちいただくことになり
ます。余裕のある⽇程で予約をお取りください。

12 ～ 15 歳の方の接種は原12～ 15 歳の方の接種は原則則
保護者の同伴が必要です保護者の同伴が必要です

▲ スマートフォンでは画⾯右上の「 」を押すと表⽰さ
れる「予約の確認・取消」から確認・操作できます。

12 〜 15 歳の⽅の接種は、原則保護者同伴で、予診票には保護者の署名も
必要です。16 歳以上の未成年者のうち⾼校⽣の場合もできるだけ保護者
同伴でお願いします。
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　台風等の風水害時における避難所の開設予定順序は
次のとおりとしておりますが、気象状況等、様々な要因
により変更となる場合がありますので、あらかじめご了
承ください。
■問合せ　役場総務課　☎296-1214

〔台⾵等の⾵⽔害時における避難所の開設予定順序〕
■⻲井地区
①亀井農村センター　②亀井小学校
■今宿地区
①今宿コミュニティセンター　②今宿小学校

　（運賃無の循環バス今宿・亀井
コースの置換として、有償での運
行を開始した）デマンドタクシー・
町内循環バスの普及を目的に、乗
車回数券に特典としてつけてい
た、町内協賛店で使用できる「お

買い物券」は、当初の目的を達成したことから、
令和４年２月末販売分までで発行終了とさせてい

ただきます。
　現在お持ちの「お買い物券」や令和４年２月末
までの販売分についてくる「お買い物券」の使用
期限は、令和４年3月 31日までとなります。
　使用期限後の使用や換金は一切できませんの
で、お早めにご利用ください。
■問合せ　鳩山町地域公共交通会議事務局（役場
政策財政課）　☎296-1212

デマンドタクシー・町内循環バス乗⾞回数券についているデマンドタクシー・町内循環バス乗⾞回数券についている  
「お買い物券」の使⽤期限は令和 4 年 3 ⽉ 31 ⽇までです「お買い物券」の使⽤期限は令和 4 年 3 ⽉ 31 ⽇までです

ご注意ください
町指定の避難場所は町指定の避難場所は
すべて同時に開設されるわけではありませんすべて同時に開設されるわけではありません

■鳩⼭ニュータウン・⽯坂地区
①地域包括ケアセンター（多世代活動交流センター）　
②鳩山小学校
※ 地域包括ケアセンターは、5月 17日（月）より、新型
コロナウイルスワクチン接種会場として使用してい
るため、使用状況等により、多世代活動交流センター
または鳩山小学校に開設する場合があります。

※ 泉井交流体験エリアについては、現在、避難所の指定
を検討中です。

　新型コロナウイルス感染症予防には「3つの密
（密閉、密集、密接）」を避けることが重要です。そ
こで、主に次の内容についてご協力をお願いしま
す。

（１）親戚や友⼈の家等や⾃宅での避難の検討
　避難所は、複数の避難された方と、空間を共有
することとなり、また、過密状態となることも想
定されます。以下の方法が可能か、事前に検討を
お願いします。
① 安全な地域にいる親せきや友人の家等、避難所
以外への避難

② 十分な安全確保が可能な場合、「自宅」にとど
まること

災害時の避難所における
新型コロナウイルス感染症対策

（２）マスクなどの感染予防必要物資の⽤意
　町でも、お持ちいただくことが困難な方を想定
し、必要最低限の感染予防物資は用意しますが、
備蓄数には限りがあります。また、感染予防物資
以外の備蓄品で、町が用意する必要最低限の物資
は①食料②飲料水③毛布となっていますが、でき
るだけ各自お持ちいただけるようにご協力をお
願いします。

（３）事前の健康管理及び避難所における対応
　避難所においては、避難された方に対して、受
付時とその後において、定期的に健康状態の確認
をお願いし、状況により個別の対応をさせていた
だく場合があります。あらかじめご了承ください。

ご存じですか
国⺠年⾦保険料の免除・猶予制度国⺠年⾦保険料の免除・猶予制度

 経済的な理由や災害等により、国民年金保険料を納
めることが困難なときは、申請し承認されると保険料
が免除または猶予されます。保険料を未納のまま放置
すると、将来の老齢基礎年金や、もしもの時の障害基
礎年金、遺族基礎年金を受け取ることができなくなる
場合もあります。納付が難しい方は国民年金保険料の
免除・猶予申請をしましょう。
　免除の内容は被保険者の方の負担能力に合わせ、全
額免除・４分の３免除・半額免除・４分の１免除・納
付猶予と段階的な免除基準があり、納付しやすい環境
となっています。
■ 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由

とする特例免除申請
　新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少
した場合は、臨時特例措置として、本人申告の所得見
込額を用いた免除申請が可能です。手続きには一般の

国⺠年⾦保険料は⼝座振替がお得です国⺠年⾦保険料は⼝座振替がお得です

ふるさと納税制度 町の活⽤状況ふるさと納税制度 町の活⽤状況

 国民年金保険料の納付には、口座振替がご利用にな
れます。口座振替をご利用いただくと、保険料が自動
的に引き落とされるので、金融機関などに行く手間が
省けるうえ、納め忘れもなくとても便利です。
　また口座振替にはお得な前納制度があります。前納
制度のうち、６か月前納（10月～３月）をご希望の
方は来月８月末が申出期限となりますので、ご希望の
金融機関、役場町民健康課、川越年金事務所のいずれ
かへお申し出ください。

※ 今年度の６か月前納（４月～９月）、令和元年度・
２年度前納の申出は令和３年２月末日で締め切りま
した。

■⼿続きに必要なもの
納付書（または年金手帳）・通帳・金融機関の届出印
■申出期限　８月25日（水）
■問合せ　役場町民健康課　☎296-5891
または川越年金事務所　☎242-2657

　町はふるさと納税制度を活用して、町のＰＲや歳入
確保に取り組んでいます。
　令和 2年度の町外からのふるさと納税（寄附）額
合計は、2,780 万円（うち、返礼品代などの経費は、
1,343 万円）でした。一方、鳩山町内にお住いの方が、
町外へふるさと納税（寄附）を行ったことによる、町民
税控除額（流出額）の合計は、1,025 万円でした。
　ふるさと納税制度により寄附されたお金は、町の大

切な財源として活用されています。
　今後も、町ではふるさと納税の各種ポータルサイト
への掲載や積極的なＰＲなどにより、寄附額を増やし
ていけるよう努めていきます。
　なお町では、返礼品をご提供いただく事業者等の皆
さまを随時募集しています。ご協力いただける場合は、
下記までご相談ください。
■問合せ　役場政策財政課　☎ 296-1212

免除申請に必要なもののほかに「所得申立書」の提出
が必要です。詳しくは日本年金機構ホームページをご
確認ください。
■  令和 3 年度の申請期間
令和3年 7月～令和5年 8月
※ 申請月の２年１か月前までは遡って免除を申請する
ことができます。

■承認期間　令和 3年７月～令和 4年６月（令和 2
年中の所得で審査）
■⼿続きに必要なもの
・年金手帳
・ 失業を理由に申請（特例）する場合は「雇用保険受
給資格者証」や「雇用保険被保険者離職票」などの
公的機関発行の証明書

■受付場所　役場町民健康課または役場東出張所
■問合せ　役場町民健康課　☎296-5891
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